
宮代町告示第１３４号 

 

 

宮代町建設工事請負一般競争入札（事後審査型）公告 

 

 建設工事について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。なお、本公告

に記載のない事項については宮代町建設工事請負一般競争入札（事後審査型）実施要領（以下「実

施要領」という。）の規定によるものとする。 

 

 令和８年６月１７日 

 

宮代町水道事業 

宮代町長  新 井 康 之 

 

記 

１ 入札対象工事 

（１）工事名 令和８年度 配水管布設替工事（その１） 

（２）工事場所 宮代町大字須賀、川端四丁目地内 

（３）工事期間 契約確定の日から令和９年３月３１日まで 

（４）工事概要 大字須賀地内  

小口径推進工 HPφ350 L=19.6m 

配水管布設工 HPPEφ200 L=29.9m・DIP(GX)φ150 L=8.7m 

川端４丁目地内  

小口径推進工 HPφ300 L=29.0m 

配水管布設工 HPPEφ150 L=48.1m・DIP(GX)φ150 L=7.0m 

２ 落札者の決定方法 本件入札は、価格競争方式により落札者を決定する。 

３ 入札手続きの方法 本件入札は、宮代町公共工事等電子入札運用基準に基づき、資料の提

出、届出及び入札を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札シス

テム」という。）により行う。 

４ 設計図書等 設計図面及び仕様書等（以下「設計図書等」という。）は、電子入札

システムのうち、入札情報公開システムにより掲載する。 

５ 競争参加資格確認申請書の

提出 

令和８年６月１８日（木）午前９時００分から 

令和８年７月 ２日（木）午後４時００分まで 

入札参加を希望する者は、上に示す期間内に電子入札システムの競争

参加資格確認申請書を提出すること。 

６ 設計図書等に関する質問 令和８年６月１８日（木）午前９時００分から 

令和８年６月２９日（月）午後４時００分まで 

設計図書等に関して質問がある場合は、上に示す期間内に質問書を電

子入札システムにより提出すること。 

７ 質問に対する回答 質問に対する回答は、令和８年７月１日（水）までに電子入札システ

ム上で掲示する。 

８ 入札書提出期間  令和８年７月３日（金） 午前９時００分から 

令和８年７月６日（月） 午後４時００分まで 

変更することがある。この場合は、電子入札システム上で案内する。 

９ 開札日時 令和８年７月７日（火） 午前９時３０分 



10 入札に参加する者の形態 単体企業 

11 入札に参加する者に必要な資格 

(１)建設業の許可 土木工事業 

建設業法(昭和２４年法律第１００号)（以下「建設業法」という。）

第３条の規定による、上に示す建設業の許可を受けている者であるこ

と。ただし、下請け金額の総額が５，０００万円（建築工事業である場

合には８，０００万円）以上となる場合には、特定建設業の許可を受け

ている者であること。 

（２）登録業種 土木工事業 

令和７・８年度宮代町建設工事請負等競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に上に示す業種で登載されている者であるこ

と。 

（３）所在地 本店又は申請事業所 埼玉県内 

本公告日現在において、資格者名簿に登載された契約権限を持つ本 

店又は申請事業所が上に示す所在地にあること。 

（４）格付 業種 土木工事業 格付  Ａ級 

資格者名簿において、上に示す格付で登載されている者であること。 

（５）施工実績   契約の締結日にかかわらず平成２８年４月１日以降から公告日まで

の間に、国（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行

令（平成１３年政令第３４号）第１条に規定する法人を含む）又は地方

公共団体（埼玉県が出資する指定法人を含む。）との請負契約により、

元請けとして推進工事を受注し、かつ完了した実績を有すること。 

（６）配置予定の技術者 ア 入札に参加しようとする者は、建設業法に規定された資格を有する

者を、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置すること。ただ

し、下請契約の総額が、５，０００万円（建築一式の場合にあっては

８，０００万円）以上となる場合は、監理技術者でなければならない。

また、請負代金の額が、４，５００万円（建築一式の場合にあっては

９，０００万円）以上となる場合に配置する技術者は、専任でなけれ

ばならない。 

イ 専任の配置予定技術者は、当該者が在籍する建設業者と、上記５に

規定する競争参加資格確認申請書の提出期限日の３月以前から恒常的

な雇用関係にあること。また、専任の配置予定技術者は、営業所の専

任技術者と兼務することはできない。 

ウ 配置予定技術者が特定できないときは、複数の候補者を一般競争入

札参加資格等確認資料（以下「確認資料」という。）に記載すること。 

エ 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定技術者の専任制違反

の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 

オ 東武鉄道敷地内における作業時は東武鉄道株式会社が認める鉄道主

任技術者以上の資格を有する者を常駐すること。 

（７）その他の参加資格 ア 施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

イ 宮代町契約規則（昭和６２年宮代町規則第７号。以下「契約規則」

という。）第２条第１項の規定により、町の一般競争入札に参加する

ことができない者でないこと。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、更

生手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再

審査を受けた後、町長が別に定める競争入札参加資格の再審査を受け



ていること。 

エ 登録業種について、開札日から１年７月前の日以降の日を審査基準

日とする建設業法第２７条の２３第１項の規定による経営事項審査を

受けていること。 

オ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、宮代町の契約に係る

入札参加停止等の措置要綱（平成２３年宮代町告示第１２４号以下「入

札参加停止要綱」という。）に基づく入札参加停止の措置を受けてい

ない者であること。 

カ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、宮代町の契約に係る

暴力団排除措置要綱（平成２１年宮代町告示第８３号）に基づく入札

参加除外等の措置を受けていない者であること。 

キ 電子入札システムで利用可能な電子証明書を取得し、電子入札シス

テムの利用者登録が完了していること。 

ク 東武鉄道株式会社が認める鉄道主任技術者以上の資格を有する社員

が所属していること。 

12 入札参加資格の有無の確

認 
宮代町建設工事請負一般競争入札（事後審査型）実施要領に基づき、

落札候補者の決定後に入札参加資格の有無を確認する。 

13 最低制限価格 設定する。（宮代町最低制限価格制度実施要領に基づき設定） 

14 入札保証金 免除する。ただし、落札者が正当な理由がないにもかかわらず、所定

の期日までに契約を締結しないときは、落札金額の１００分の１０に相

当する額の違約金を徴収できるものとする。 

15 契約保証金 (１) 落札者は契約金額の１００分の１０以上（当該金額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り上げた金額）の契約保証金を納

付しなければならない。 

(２) 次に掲げる有価証券等を担保として提供することにより、契約保

証金の納付に代えることができる。なお、その価値は、債権金額（ウ

にあっては、保証金額）と同額とする。 

ア 利付国債 

イ 埼玉県債 

ウ 銀行等（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律

（昭和２９年法律第１９５号）第３条の金融機関をいう。）又は

保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２

７年法律第１８４号）第２条第４項の保証事業会社をいう。）の

保証 

(３) 次のいずれかに該当する者については、契約保証金の納付を免除

する。 

  ア 保険会社との間に宮代町を被保険者とする履行保証保険契約を

締結した者 

  イ 保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関

と宮代町を債権者とする工事履行保証契約を締結した者 

(４) 契約保証金は、契約の履行後、契約者から請求書の提出受けるこ

とにより還付する。ただし、受注者がその責に帰すべき理由により

契約上の義務を履行しないときの契約保証金は還付しない。 

16 支払条件 

（１）前金払 する。(宮代町公共工事前払金事務処理要領 に基づくものとする。) 

（２）中間前払金 する。(宮代町中間前金払取扱要綱に基づくものとする。) 

（３）部分払 する。 (宮代町公共工事等部分払事務処理要領に基づくものとする。) 

17 現場説明会 開催しない。 

18 入札に関する注意事項 



（１）入札の執行 ア 電子入札システム上で競争参加資格確認申請書受付票を受領した者

であっても、開札日時の時点において参加資格がない者は、入札に参

加できない。 

イ 入札に参加する者の数が1人であるときは、入札を執行しない。ただ

し、再度入札の場合はこの限りでない。 

（２）入札書に記載する金額  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００

分の１０に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。 

（３）提出書類 ア 入札金額見積内訳書を電子入札システムによる入札書提出の際に添

付すること。 

※提出ファイルの拡張子は、「.docx」(MicrosoftWord)、「.xlsx」(同E

xcel)又は「.pptx」(同PowerPoint)とする。他の拡張子ファイルの提

出はできないので注意すること。 

イ 落札者は落札決定後、課税事業者届出書又は免税事業者届出書を提

出すること。 

（４）入札回数 ア 再度入札は１回までとする。この場合は、電子入札システム上で案

内する。 

イ 再度入札の応札締切は、令和８年７月７日（火）午後３時００分ま

でとする。 

ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

（５）不調時の取扱い    随意契約に移行する。ただし、再度入札において無効の入札を行った

者は、随意契約の相手方となることができない。 

（６）入札の辞退 宮代町公共工事等電子入札運用基準によるものとする。 

（７）独占禁止法など関係法令

の遵守 

  入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和２２年法律第５４号）等に違反する行為を行ってはならない。 

（８）電子くじ 落札候補者とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、電子

入札システムの電子くじにより、落札候補者を決定する。 

（９）入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

ア 参加資格審査の結果、入札に参加する資格を満たしていない者がし

た入札 

イ 参加資格審査のために行う指示に落札候補者が従わないとき、当該

落札候補者がした入札 

ウ 電子証明書を不正に使用した者がした入札 

エ 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がし

た入札 

オ 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札 

カ 談合その他不正行為があったと認められる入札 

キ 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入 

札 

ク 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札 

ケ やむを得ず紙入札とした場合で、次に掲げる入札をした者がした入

札 

(ア) 入札者の押印のないもの 

(イ) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの 

(ウ) 押印された印影が明らかでないもの 

(エ) 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかで



ないもの 

(オ) 代理人で委任状を提出しない者がしたもの 

(カ) 他人の代理を兼ねた者がしたもの 

(キ) ２以上の入札書を提出した者がしたもの、又は２以上の者の代理

をした者がしたもの 

(ク) その他公告に示す事項に反した者がした入札 

19 その他 （１）宮代町競争入札参加者心得を熟知の上、宮代町公共工事等電子入

札運用基準に基づき入札に参加すること。 

（２）提出された一般競争入札参加資格等確認申請書及び確認書類は返

却しない。 

（３）落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場

に配置すること。 

（４）入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等、現場等について

の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 

（５）過去１年間に埼玉県内で工事事故等を起こしたことがあり、かつ、

宮代町に通報していない場合は、入札書提出締切日の２日前までに

申し出ること。 

（６）本工事は、請負契約の締結後、工事の進捗状況により、発注者と

受注者が協議の上、工事期間を変更することがある。  

（７）本工事は、電子契約の対象です。落札者が電子契約による契約締

結を希望する場合は、「電子契約利用申出書」を電子メールの方法

により発注部署にご提出いただきます。 

（８）本工事は、宮代町「週休２日制モデル工事（現場閉所型）」の試行

対象工事である。 

20 公告に関する問い合わせ

先 

（１）問い合わせ先  まちづくり建設課 上下水道室 施設担当 

（２）電話番号    ０４８０－３３－５５５４ 

 


